利 用 契 約 書 お よ び 重 要 事 項 説 明 書

グループホーム　ニコニコ創　（防府市指定　第3570600621号）
　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　（以下「契約者」という。）と有限会社　創　グループホームニコニコ創（以下「事業所」という。）は、事業所が契約者に対して認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護（以下「事業」という。）サービスについて、次の通り契約する。

（契約の目的）
第1条 事業所は事業の介護保険法関係法令と本契約の各条項にしたがって、事業サービス（以下「サービス」という。）を提供し、契約者又は契約者代理人は事業所に対しそのサービスに対する利用料を支払います。

【事業所】
	名　　　称
	有限会社　創

	所 在 地
	山口県防府市駅南町６－４７

	法人種別
	有限会社

	代表者職名
	代表取締役　　竹　田　健　児

	連 絡 先
	TEL　（０８３５）３８－３８８０　　　FAX　（０８３５）２４－４１０９



（契約期間）
第2条 本契約の有効期間は契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。

２．契約期間満了日の１ヵ月前までに、契約者又は契約者代理人から書面による更新拒絶の申し出がない場合、本契約は自動更新され以後も同様とします。

３．本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とします。                                                                                                                       ただし、契約期間満了日以前に契約者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合、変更後の要介護認定有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。

【健康診断等】
	サービス提供前に主治医等の健康診断を受け、診断書（意見書）を提出していただきます。
その際、感染症等を有し他の契約者に重大な影響を与えるおそれがある等やむを得ない場合には、治癒するまでサービス提供をお断りする場合がありますのでご了承ください。



（身元引受人）
　第３条　事業所は契約者に対して身元引受人を定めることを求めることがあります。                                                             ただし、社会通念上、身元引受人を定めることができない相当の理由がある場合はその限りではありません。

２．身元引受人は本契約に基づく契約者及び契約者代理人の事業所に対する債務について連帯責任者となると共に、事業所が必要ありと認め要請した時はこれに応じて事業所と協議し、身上監護に関する決定、契約者の身柄の引き取り、残置財産の引き取り等を行うことに責任を負います。

（利用基準）
　第４条　契約者が次の各号に適合する場合、サービスの利用ができます。
1 要支援２以上で認知症（医師の診断必要）であること
2 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
3 自傷他害の恐れがないこと
4 常時医療機関において治療をする必要がないこと
5 本契約に定めることを承認し、事業所の運営方針に賛同できること
（事業計画）
第５条　事業所は契約者の心身の状況、希望及びその置かれている環境をふまえて、契約者及び契約者代理人と介護従業者との協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した事業計画を速やかに作成します。

２．事業所は事業計画作成後においてその実施状況の把握を行い、必要に応じて事業計画を変更します。

３．契約者及び契約者代理人は事業所に対し、いつでも事業計画の内容を変更するよう申し出ることができます。この場合、事業所は明らかに変更の必要がない時及び契約者又は契約者代理人の不利益となる場合を除き、契約者の希望に添うように事業計画の変更を行います。

４．事業所は事業計画を作成し変更等あった場合は、その事業計画を契約者及び契約者代理人に対し内容を説明します。

（サービスの提供場所、内容）
　第６条　事業所は契約者に対して、前条により作成される事業計画に基づき、次の各号の各種サービスを提供します。

２．介護保険給付対象サービスとして、下記のサービス等を提供します。ただしこれらのサービスは内容毎に区分することなく、全体を包括して提供します。
1 入浴、排泄、食事、着替え等の介護
2 日常生活上のお世話
3 日常生活の中での機能訓練
4 相談、援助

３．事業所は保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密着な連携に努め、契約者の利用状況等を把握するようにします。

【ご利用の事業所】
	名　　　　称
	グループホーム　ニコニコ創

	所 　在 　地
	山口県防府市大字上右田２４５８－１

	連　 絡 　先
	TEL／FAX　（０８３５）２４－０６０２

	管理者の氏名
	畑　山　幸　子　

	指定事業所番号
	第3570600621号



【事業の目的と運営方針】
	事業の目的
	認知症と診断された要介護状態の高齢者に対して、個室の生活住居を提供し適切な事業提供を行います。

	運営方針
	認知症の症状によって自立した生活が困難になった契約者に対して、家庭的な環境の下で心身の特性に留意して、認知症の症状の緩和や悪化防止を図り、尊厳ある日常生活を営むことが出来るよう入浴、食事、排泄等の日常生活場面でのお世話や機能訓練等の介護、その他必要な援助を行います。



【職員体制】
	従業員の職種
	員数
	職務内容

	管　理　者
	１名
	事業所の従業者の管理並びに業務全般の管理を一元的に行います。

	介護支援専門員
計画作成担当者
	２名
	当該ユニットの各入居者の心身等の状況を踏まえ、事業計画を作成するとともに、自らも事業提供を行います。

	看護職員
	１名
	入居者の体調管理、状態の観察、バイタルの測定、薬剤の管理、病院受診等への助言、家族への状況報告。看護業務全般を行います。

	介護職員
	１６名
	当該ユニットの各入居者に応じた事業提供を行います。





【勤務体制】
	早　　出
	8:00～17:00

	遅　　出
	10:30～19:30

	日　　勤
	9:00～17:00

	夜　　勤
	16:30～10:00、16:30～9:30、15:00～10:00、15:00～9:30

	１ユニット
	〈介護職員４人体制時〉16:30～17:00
〈介護職員３人体制時〉 9:00～9:30、10:30～17:00
〈介護職員２人体制時〉 8:00～9:00、9:30～10:30、17:00～19:30　
〈介護職員１人体制時〉19:30～8:00



【営業日、実施地域、事業定員】
	営　　業　　日
	年中無休

	実　施　地　域
	防府市

	利用契約者定員
	１８名

	おだやか家
	９名

	すこやか家
	９名



【サービスの概要】
	食事の介助

	・献立表により栄養と契約者の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。（ただし、食材料費は給付対象外です。）
・食事はできるだけ離床して、食堂でとっていただけるように配慮します。
・食事の準備（食材カット、盛り付け等）、後片付けはできるだけお手伝いしていただきます。

	排泄の介助
	・契約者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。
・必要な場合、定期的に声かけ、誘導を行います。

	入浴の介助
	・入浴または清拭を行います。
（基本２日に１回です。希望される方は毎日でも可能です。）　
・衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助を行います。

	着替え等の介助
	・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。
・生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。

	



健康管理





	・毎日のバイタルチェック、入浴前のバイタルチェックを行います。
・緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任をもって引継ぎます。
・契約者が病気又は負傷等により検査や治療が必要となった場合、その他必要を認めた場合は契約者の主治医または事業所の協力医療機関において、必要な治療等が受けられるように支援します。
・事業所は契約者に健康上の急変があった場合は、消防署もしくは適切な医療機関と連絡をとり、緊急医療あるいは緊急入院が受けられるようにします。
・事業所はサービス供給体制の確保並びに夜間における緊急時の対応のために、協力医療機関と連携をとっています。

	相談及び援助
	・契約者およびその家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。



【サービス利用にあたっての留意事項】
・サービス利用の際には介護保険被保険者証を提示してください。事業所で預からせていただく場合もあります。
・サービス提供前に健康チェックを行い、結果によっては入浴サービス等を中止する場合があります。　　　
・事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。
・事業所内で他の契約者に対する執拗な宗教活動及び政治活動等はご遠慮ください。



（サービス提供の記録）
第７条　事業所は契約者の暮らしぶりや毎日の変化等を記載している介護記録、サービス提供記録、看護記録を作成し、これらの個別記録表をその完結の日から５年間保管します。　　　　　　　　　　　　　              よって、契約者またその家族は個別記録表をいつでも閲覧することができ、当該契約者に関する個別記録表の複写物の交付を受けることができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（料金）
第８条　契約者又は契約者代理人は事業所に対し事業計画に基づき事業所が提供する介護保険給付サービス並びに介護保険給付外サービスについて、利用料等を払います。利用料は別紙参照。
　　
２．事業所は契約者が事業所に支払うべきサービスに要した費用について、契約者がサービス費として保険者より支給を受ける額の限度において契約者に代わって保険者より支払いを受けます（以下、「法定代理受領サービス」という）。

３．事業所は契約者又は契約者代理人に対し毎月２０日〆（前後する場合あり）で、前月の利用料等及び翌月の居室の提供料（家賃）の請求を行います。
　　
４．契約者又は契約者代理人は事業所に対し前項の利用料等を当月末日までに事業所の指定する方法により支払います。

５．事業所は契約者又は契約者代理人から利用料等の支払いを受けた時は、契約者代理人に対し領収書を発行します。

（その他かかる費用について）
第９条　医療費は医療保険の自己負担額が必要になります。

２．理髪代、身の回りの品として日常生活に必要なもの（例えば、紙パンツ、尿取りパッド等介護用品、歯ブラシ等の衛生品、化粧品等の贅沢品）は実費となります。

３．退居時、居室クリーニング代として11,000円請求させていただきます。

【利用料の納入方法】以下のいずれかの指定口座へお振込みしてください。
	指定口座①
	金融機関　防府とくぢ農業協同組合　防府中央支所
口座番号　普通　1088072
名義人　　有限会社　創　　代表取締役　竹田健児

	指定口座②
	金融機関　山口銀行　防府支店
口座番号　普通　6461548
名義人　　有限会社　創　　代表取締役　竹田健児

	指定口座③
	金融機関　ゆうちょ銀行
口座番号　記号　15560　番号　22913351
名義人　　有限会社　創　　代表取締役　竹田健児




（利用料金の変更）
第１０条　第８条に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業所は当該サービスの利用料金を変更することができます。
また、第９条に定めるその他費用については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業所は契約者に対して変更を行う日の１ヶ月前までに説明をした上で、当該費用を相当な額に変更することができます。
なお、契約者はこの変更に同意することができない場合は、契約を解除することができます。

（法定代理受領サービス以外のサービス提供証明書の交付）
第１１条　事業所は法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合において、契約者又は契約者代理人から利用料の支払いを受けた時は契約者が償還払いを受けることができるように、契約者又は契約者代理人に対してサービス提供証明書を交付します。サービス提供証明書には提供した介護保険給付サービスの種類、内容、利用単位、費用等を記載します。

（事業所の責任にならない事由によるサービスの実施不能）
第１２条　事業所は本契約の有効期間中、天災・災害・施設整備等の故障やその他やむを得ない理由等その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に日割りした料金をお支払いいただき、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。

（入居に関する事項）
第１３条　医師による認知症の診断が必要です。かかりつけ医の健康診断書の提出をしていただきます。

２．既往歴等に（特に感染症について）虚偽の申告、作為的な隠蔽があった場合、また、契約者代理人等が知らずとも、入居後の健康診断等において判明した場合も、他の入居者に影響が及ぶと判断された時は入居後でも退居していただきます。

３．上記２の項目で他の入居者に感染があった場合、感染者からの保障請求等は事業所の責任と認
められず、当人同士の処理となります。

（入居時に関する事項）
第１４条　事業所の提示する持ち込み可能品については入居当日までに契約者側にて運び込んでいただきます。また、持ち込み品にはご本人のものと分かるように、名前を書いておいてください。
　
２．契約者の事業所までの移動は契約者側でしていただきます。

３．入居当日はご家族の方も立会いしていただきます。入居時間はできる限り午前中の間とします。

（入居後に関する事項）
第１５条　金銭管理
契約者の現金（通帳、印鑑も含む）は必要な場合に限り、事業所にて預かります。
通常、日頃の買い物等に必要な金額は事業所側が立て替え、月末に請求いたします。
精算は１ヵ月単位で行い、請求書を作成します。

２．帰宅・外泊
契約者はその家族、代理人等同意の上、任意に帰宅、外泊ができます。
お盆、年末年始は極力帰宅されるよう、あるいはご家族と一緒に過ごされるよう、ご協力お願い致します。

３．面会について
いつでも面会は可能ですが、なるべく面会時間はレクリエーション、食事、おやつの合間にお願いいたします（午前１０時半～午前１１時半。午後２時～午後３時。午後４時～午後５時）。また、介護上（入居者とのコミュニケーション等）、防犯上（不審者対策等）、あるいは入浴、散歩、買い物等出かける時がありますので、事前に連絡をお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルスの流行時等、面会時間・方法にご配慮、またはご遠慮いただく場合があります。

４．事業所の年中行事について
ご家族に参加していただきたい行事について（誕生会等）は事前に連絡いたします。これらの行事への参加は自由参加とします。

５．入退院について
　　契約者が病院に入院し３ヶ月をこえた場合、又は明らかに３ヶ月以内に退院できる見込みがな
い場合、退所するものとします。
ただし、入院後３ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれる時は、契約者及び家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該事業所に円滑に入居することができます。

（契約者及び契約者代理人の権利）
第１６条　契約者及び契約者代理人は事業所のサービスに関して以下の権利を有します。これらの権利を行使することによって、契約者はいかなる不利益を受けることはありません。

1 独自の生活歴を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊厳を維持すること
2 生活やサービスにおいて、充分な情報が提供され、個人の自由や好み及び主体的な決定が尊重されること
3 安心感と自信がもてるように配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活できること
4 自らの能力を最大限発揮できるよう支援され、必要に応じて適切な介護を継続的に受けられること
5 必要に応じ適切な医療を受けることについて、援助を受けられること
6 家族や大切な人との通信や交流が保たれ、個人情報が守られること
7 地域社会の一員として生活し、選挙やその他一般市民としての行為を行えること
8 暴力や虐待及び身体的拘束を受けないこと
9 生活やサービスにおいて、いかなる差別も受けないこと
10 生活やサービスについて職員に苦情を伝え解決されない場合は専門家又は第三者の支援を受けること

（契約者及び契約者代理人の義務）
第１７条　契約者及び契約者代理人は事業所のサービスに関して以下の義務を負います。
　　
1 契約者の能力や健康状態についての情報を正しく事業所に提供すること
2 他の契約者やその訪問者及び事業所の職員の権利を不当に侵害しないこと
3 事業所が提供する各種のサービスに意義がある場合に、速やかに事業所に知らせること
4 市町村並びに介護保険法その他省令に基づく事業所への立ち入り調査について、契約者及び契約者代理人は協力すること

（造作・模様替え等の制限）
第１８条　契約者及び契約者代理人は居室に造作・模様替えをする時は、事業所に対して予め書面によりその内容を届け出て、事業所の承認を得なければなりません。また、その造作・模様替えに要した費用及び契約終了時の原状回復費用は契約者及び契約者代理人の負担とします。

２．契約者及び契約者代理人は事業所の承諾なく居室の鍵を取り替えたり、付け加えたりすることはできません。

３．契約者及び契約者代理人は居室以外のグループホーム内の造作・模様替えをしてはいけません。

（契約者の施設利用上の注意義務等）
第１９条　契約者は共用施設、敷地をその用途に従って、利用するものとします。
契約者は事業所の有する施設・設備について、故意又は重大な過失により減失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により現状に回復するか又は相当の対価を支払うものとします。

（契約の終了）
第２０条　契約者は事業所に対して１０日間の予告期間をおいて、本契約を解約することができます。
　　　　　ただし、契約者の病変、急な入院等やむを得ない事由が生じた場合は予告期間が１０日間以内の通知でも本契約を解約することができます。
事業所はやむを得ない事由が生じた場合、契約者に対して１ヶ月の予告期間をおいて本契約を解約することができます。

事業所が次の事由に該当した場合、契約者は直ちに本契約を解約することができます。
1 正当な理由なくサービス提供しない場合
2 守秘義務に反した場合
3 契約者や家族等に対して社会通念を逸脱すると認められる行為を行った場合
4 破産した場合


契約者が次の事由に該当した場合、事業所は直ちに本契約を解約することができます。
1 サービス料金の支払いが催告したにもかかわらず３ヶ月以上支払われない場合
2 正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合
3 入院、施設等への入所等により３ヶ月をこえてサービス利用ができない状態であることが明らかになった場合
4 契約者又はその家族が事業所やサービス従業者他の契約者に対して、本契約を継続し難い程の背信行為を行った場合
5 伝染病疾患により他の契約者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ契約者の退居の必要がある場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6 契約者の行動が他の契約者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり（暴言、暴行を含む）、かつ契約者に対する通常の介護方法でこれを防止することができないと事業所が判断した場合
7 明らかに当ホームでの生活を望んでおらず、訴えにより運営等に支障をきたす場合
8 事業所と契約者及び契約代理人の意見があわず、話し合いによっても解決の見通しがつかない場合
9 契約者の身体状況又は精神状態が事業所での生活に適当でないと判断された場合

次の事由に該当した場合は、本契約は自動的に終了します。
1 要介護の認定更新において、契約者が自立若しくは要支援１と認定された場合
2 契約者が死亡もしくは被保険者資格を喪失した場合
3 契約者が他の介護療養施設等へ入所が決まり退居された場合

（退居時の援助及び費用負担）
第２１条　契約の解除あるいは終了により契約者がグループホームを退居する時は、事業所は予め退居先が決まっている場合を除き、居宅介護支援事業所またはその他の保険機関もしくは福祉サービス機関等と連携して、契約者及び契約者代理人に対して、円滑な撤去のために必要な援助を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、契約者の退居までに契約者の生活に要した費用等の実費は、契約者及び契約者代理人の負担とします。

（身体拘束その他の行動制限）
第２２条　サービス提供するにあたり、事業所は契約者又は他の契約者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、契約者に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により契約者の行動を制限しないものとします。

２．事業所は契約者に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により行動を制限する場合
は、契約者に対し事前に行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明を行うもの
とします。また、この場合は事前又は事後速やかに契約者の家族等に対し、行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明するものとします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．またその際、事業所は次の事項を記録するものとします。
・行動制限を決定した者の氏名、行動制限の根拠、内容、見込まれる期間及び実施された期間
・前項に基づく契約者に対する説明の時期及び内容、その際のやりとりの概要　
・前項に基づく契約者の家族等に対する説明の時期及び内容、その際のやりとりの概要

【身体拘束等について】
	緊急やむを得ない場合
	Ａ　契約者本人又は他の契約者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
Ｂ　身体拘束その他の行動制限を行う以外に、代替する看護・介護方法がない
Ｃ　身体拘束その他の行動制限は一時的である
上記の条件をすべて満たしているため等、緊急やむを得ず身体拘束等を行う必要がある場合は必ず理由、経過を記録し、ご家族に説明を行います。



（秘密保持）
第２３条　事業所及びその従業者はサービス提供をする上で知り得た契約者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は本契約終了後も継続します。
事業所は契約者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、契約者個人やその家族等の情報を用いません。
しかし、契約者に医療上緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等に使用する場合も契約者及びその家族の同意の下、契約者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。
職員、職員であった者が業務上知り得た契約者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置（誓約書への記名捺印等）を講じます。

（個人情報の保護）
第２４条　事業所及びその従業員は契約者の個人情報を含むサービス計画、各種記録等については関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
個人情報の取扱いに関する契約者からの苦情については、苦情処理体制に基づき適切かつ迅速に対応するものとします。

（非常災害対策）
第２５条　サービス提供中に、火災・風水害・地震等の災害に対処するための計画を策定し、年２回以上の訓練を実施します。
　　　　天災その他の災害が発生した場合は、職員は契約者の避難等適切な措置を講じます。また、管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとります。
	避難場所
	右田中学校　（防府市高井565番地）
右田福祉センター（防府市下右田1233番地）（火事、洪水以外）


（事故発生時の対応）
第２６条　契約者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、市町村、契約者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、事故の状況や事故に際してとった処置については記録を残します。　　

（損害賠償責任）
第２７条　事業所はサービス提供にともなって事業所の責めに帰するべき事由により契約者が損害を被った場合、事業所は契約者に対して速やかに損害賠償するものとします。

２．契約者の責に帰すべき事由によって事業所が損害を被った場合、契約者及び代理人は連帯して
事業所に対してその損害賠償するものとします。

３．事業所は契約者に対するサービス提供にあたって万が一事故が発生し、契約者の生命、身体、財産に損害が発生した場合は不可抗力による場合を除き速やかに契約者に対して損害賠償します。
　ただし、契約者に重大な過失がある場合、事業所は賠償責任を免除されまたは賠償額を減額されることがあります。

４．死亡の場合も事業所側に明らかに非がある場合を除いては補償の対象にはなりません。

（損害賠償がなされない場合）
第２８条　事業所は自己の責に帰すべき事由がない限り損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号
に該当する場合には、事業所は損害賠償責任を免れます。
①　契約者が本契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不
　　実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
②　契約者がサービス実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は
　　不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
③　契約者の急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
④　契約者が事業所もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が
　　発生した場合

【特記事項】
	特記事項
	サービス提供にあたっては事故のないよう万全の体勢で臨んでおりますが、万が一発生した場合、速やかにご家族や市町村等に連絡を取り、適切に対応いたします。
なお、当施設では以下のとおり損害賠償保険に加入しています。
・　保険名　　あいおい損害保険
・　補償内容　身体・財物共通　　１事故限度額　　 　５億円
・　管理財物　　　　　　　　　　１事故限度額 　５００万円



（緊急の対応）
第２９条　事業所は事業を行っている時に、契約者の病状が急変しその他必要な場合は、家族又は緊急連絡先へ連絡するとともに、速やかに主治の医師または協力医療機関の医師等に連絡を取る等必要な措置を講じます。

２．高齢者の場合、健康そうに見えても突然死亡に至る場合もあります。不慮の事態には応急処置
を行うとともに、連携医療機関等を通じて最善の努力をいたします。

３．通院介助の際にはご家族の協力をお願いします。

【協力医療機関について】
	協力医療機関
	佐伯医院
　住所　防府市南松崎町８－３２　　　電話（０８３５）２２－１１９２

	
	周陽歯科医院 
住所　防府市大字新田５９０－３　　電話（０８３５）２３－３１９７



（連携）
第３０条　事業所はサービス提供にあたり、地域住民、保健医療サービス、福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めます。

（相談・苦情対応）
第３１条　事業所は契約者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、事業に関する契約者の要望・苦情等に対し迅速に対応します。

【苦情等の申立先】
	当事業所ご利用相談窓口
	担当者　施設長　竹田恵一朗
連絡先　ニコニコ創　（０８３５）２４－０６０２

	第三者相談委員窓口
	担当者　石田卓成
連絡先　防府市上右田１０６８－５　０９０－４６５０－４３２４



【事業所や職員等に対して口頭では言えない苦情については下記の相談窓口があります。】
	国民健康保険団体連合会
	（０８３）９９５－１０１０　　介護サービス苦情相談窓口

	防府市役所
	（０８３５）２５－２９７９　　高齢福祉課



【運営推進会議について】
当事業所では運営推進会議を設置し、事業内容を定期的に報告し、その内容について評価、要望、助言を
受けています。
	運営推進会議の設置
	構成
	利用者、利用者のご家族、地域住民の代表者、事業の知見者、　　　地域包括支援センター職員または市役所職員

	
	開催
	隔月で開催　（年間６回以上）

	
	会議録
	運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。記録は事務所において閲覧できます。



【自己評価と外部評価】
	自己評価と外部評価の実施
	事業所は自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価）を概ね年に１回実施し、定期的に外部の方による評価(外部評価）を受け、それらの結果を公表します。


（虐待防止）
第３２条　事業所は利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるも
のとします。
①　虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周
　　知徹底を図ります。
②　虐待防止のための指針の整備
③　虐待を防止するための定期的な研修の実施
④　前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

２．事業所はサービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護
する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通
報するものとします。

（本契約に定めない事項）
第３３条　契約者及び事業所は信義誠実をもって本契約を履行するものとします。　　　　　　　　　　　　　　　
また、本契約に定めない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところ
に従い双方が誠意をもって協議の上定めます。

（裁判管轄）
第３４条　本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、契約者及び事業所は契約者の住所地を管轄する裁判所を第一裁判所とすることを予め合意します。

サービス提供開始にあたり、契約者及びその家族等代理人に対して本書面に基づき、利用契約書
および重要事項の説明を行いました。

この契約書を証するため、本書２通を作成し、契約者及びその家族等代理人、当事業所が記名捺
印のうえ、各１通を保有するものとします。

令和　　　年　　　月　　　日

	
事 業 者　　　有限会社　創　　　　　　　　　住所　防府市駅南町６－４７　　　　

事 業 所　　　グループホーム　ニコニコ創　　住所　防府市大字上右田２４５８－１

代 表 者 名　　　　　代 表 取 締 役　  　竹　田　健　児  ㊞　




	
私は本書面に基づき、上記の利用契約書および重要事項の説明を事業所から受けたことを確認し、　　サービス提供開始に同意します。

契　約　者　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ 利 用 者 ）　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　


契約者の家族等　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ 代 理 人 ）　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　





